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告 示 

 

兵庫県告示第306号 

 兵庫県民アートギャラリー使用許可申請手続の特例に関する規程を廃止する規程をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

   兵庫県民アートギャラリー使用許可申請手続の特例に関する規程を廃止する規程  

兵庫県民アートギャラリー使用許可申請手続の特例に関する規程（昭和52年兵庫県告示第2181号）は、廃止

する。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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